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衆
議
院
議
員
佐
藤
勉
君
提
出
革
マ
ル
派
に
よ
る
Ｊ
Ｒ
総
連
及
び
Ｊ
Ｒ
東
労
組
へ
の
浸
透
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
か
ら
四
ま
で
及
び
六
に
つ
い
て

日
本
革
命
的
共
産
主
義
者
同
盟
革
命
的
マ
ル
ク
ス
主
義
派
（
以
下
「
革
マ
ル
派
」
と
い
う
。
）
は
、
共
産
主
義
革
命
を
起

こ
す
こ
と
を
究
極
の
目
的
と
し
て
い
る
極
左
暴
力
集
団
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
火
炎
び
ん
の
使
用
等
の
処
罰
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
十
七
号
）
違
反
事
件
や
対
立
す
る
セ
ク
ト
と
の
間
で
の
殺
人
事
件
等
、
多
数
の
刑
事
事
件
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
。
革
マ
ル
派
は
、
将
来
の
共
産
主
義
革
命
に
備
え
る
た
め
、
そ
の
組
織
拡
大
に
重
点
を
置
き
、
周
囲
に

警
戒
心
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
党
派
性
を
隠
し
て
基
幹
産
業
の
労
働
組
合
等
各
界
各
層
へ
の
浸
透
を
図
っ
て
お
り
、
全
日
本
鉄

道
労
働
組
合
総
連
合
会
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
総
連
」
と
い
う
。
）
及
び
東
日
本
旅
客
鉄
道
労
働
組
合
内
に
は
、
影
響
力
を
行
使
し

得
る
立
場
に
革
マ
ル
派
活
動
家
が
相
当
浸
透
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
も
、
革
マ
ル
派
は
、
組
織
拡
大
に
重
点
を

置
き
、
党
派
性
を
隠
し
て
基
幹
産
業
の
労
働
組
合
等
各
界
各
層
へ
の
浸
透
を
図
っ
て
い
く
も
の
と
見
ら
れ
る
。

な
お
、
二
の
後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
警
察
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
は
差

し
控
え
た
い
。

一



五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
日
本
鉄
道
福
祉
事
業
協
会
の
元
理
事
長
が
、
同
協
会
の
た
め
業
務
上
預
か
り
保
管

中
の
金
員
を
、
自
己
の
用
途
に
充
て
る
目
的
で
横
領
し
た
嫌
疑
で
、
警
視
庁
が
、
平
成
十
九
年
二
月
十
五
日
及
び
同
月
十
九

日
に
、
関
係
箇
所
に
対
す
る
捜
索
を
実
施
し
、
証
拠
物
を
差
し
押
さ
え
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
警
視
庁
が

行
っ
た
捜
索
及
び
差
押
え
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｒ
総
連
等
が
、
東
京
都
及
び
国
を
被
告
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て

い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二


